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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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【
日
時・内
容
】　

月　
日
（
日
）

１２

１８

①
就
職
支
援
研
修
会
＝
午
前　
時
１０

～
午
後
２
時
半
、
今
日
求
め
ら
れ

る
保
育
士
像
の
講
義
や
先
輩
保
育

士
の
体
験
談
な
ど
、
就
職
に
役
立

つ
お
話
②
就
職
相
談
会
＝
午
後
２

時
半
～
４
時
、
民
間
保
育
園
が
ブ

ー
ス
を
出
し
ま
す
。
人
事
担
当
者

と
直
接
話
せ
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

参
加
市
区
は
三
鷹
市・小
金
井
市・

小
平
市
・
東
村
山
市
・
清
瀬
市
・

西
東
京
市
・
練
馬
区
・
東
久
留
米

市
　
【
会
場
】武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ホ
ー

ル
（
武
蔵
野
市
境
２
ノ　
ノ
１
、

１４

J
R
武
蔵
境
駅
北
口
か
ら
徒
歩
２

分
）
　
【
対
象
】保
育
士
資
格
を
有
す
る

方
ま
た
は
資
格
取
得
見
込
み
の
方

　
【
参
加
費
】
無
料

　
【
そ
の
他
】履
歴
書
不
要
。
服
装

自
由
。
入
退
場
自
由
。
相
談
会
か

ら
の
参
加
も
で
き
ま
す

　
詳
し
く
は
東
京
都
保
育
人
材
・

保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
３
・

５
２
１
１・２
８
６
０
、ま
た
は
同

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:

//www.tcsw.tvac.or.jp/hoiku/
sodankai.html

）
へ
。

　

月　

日

は 

１１

３０

「
年
金
の
日
」
で
す

　
　
月　
日
は
「
い
い
未
来
」

１１

３０

の
語
呂
合
わ
せ
で「
年
金
の
日
」

で
す
。

　
年
金
の
日
は
、
誕
生
月
に
送

付
し
て
い
る
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
や
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

を
ご
覧
に
な
る
こ
と
で
、
老
後

の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え
て

い
た
だ
く
機
会
と
な
る
こ
と
な

ど
を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
、
保
険

料
納
付
実
績
や
年
金
見
込
額
な
ど

を
記
載
し
、
国
民
年
金
お
よ
び
厚

生
年
金
の
加
入
者
（
被
保
険
者
）

へ
毎
年
１
回
、
誕
生
月
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
届
い
て
い
な
い
方
は
、

現
住
所
と
登
録
さ
れ
て
い
る
届
け

先
の
住
所
が
異
な
っ
て
い
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

◎
住
所
変
更
の
届
け
出
先

　
▼
国
民
年
金
加
入
者
（
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
）
＝
保
険
年

金
課
国
保
年
金
資
格
係
（
市
役
所

１
階
）

　
▼
厚
生
年
金
加
入
者
＝
勤
務
先

　
▼
会
社
員
・
公
務
員
の
被
扶
養

配
偶
者
（
国
民
年
金
第
３
号
被

保
険
者
）
＝
配
偶
者
の
勤
務
先

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」は
、年

金
加
入
記
録
の
照
会
・
各
種
通

知
書
の
確
認
・
各
種
届
出
書
の

作
成
な
ど
も
で
き
る
便
利
な
サ

ー
ビ
ス
で
す
。
利
用
に
は
ユ
ー

ザ
ー
登
録
が
必
要
で
す
。
詳
細

は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://www.nenkin.go.
jp/

）を
ご
覧
に
な
る
か
、「
ね
ん

き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
☎
０
５

７
０
・
０
５
８
・
５
５
５
へ
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

が
必
要
に
な
り
ま
し
た

　
所
得
税
は　
年
分
の
申
告
書
か

２８

ら
、
消
費
税
は　
年
１
月
１
日
以

２８

降
に
開
始
す
る
課
税
期
間
の
申
告

書
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け

る
際
に
は
、
な
り
す
ま
し
を
防
止

す
る
た
め
に
、
番
号
法
で
厳
格
な

本
人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し

た
申
告
書
な
ど
を
税
務
署
に
提
出

す
る
際
は
、
番
号
確
認
と
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
本
人
確
認
に
は
、
申
告
書
な
ど

に
記
載
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

正
し
い
番
号
か
確
認
す
る
「
番
号

確
認
」
と
申
告
書
な
ど
を
提
出
す

る
方
が
番
号
の
正
し
い
持
ち
主
か

確
認
す
る
「
身
元
確
認
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
本
人
確
認
は
次
の

①
～
③
い
ず
れ
か
の
方
法
で
行
い

ま
す
。

　
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）
に
よ
る
「
番
号

確
認
」
と
「
身
元
確
認
」
②
通
知

カ
ー
ド
に
よ
る
「
番
号
確
認
」
と

運
転
免
許
証
な
ど
に
よ
る
「
身
元

確
認
」
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載

さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
に
よ
る

「
番
号
確
認
」
と
運
転
免
許
証
な

ど
に
よ
る
「
身
元
確
認
」

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
は
電
子
証
明
書
が
格
納
さ
れ
て

い
る
た
め
「 
ｅ 
儿 
Ｔ
ａ
ｘ 
」
を
利

イ
ー 

タ
ッ
ク
ス

用
し
た
申
告
も
で
き
ま
す
。
同
カ

ー
ド
を
利
用
し
て「
ｅ
儿
Ｔ
ａ
ｘ
」

で
申
告
し
た
場
合
に
は
、
本
人
確

認
書
類
を
別
途
提
出
す
る
必
要
が

な
く
、
書
面
提
出
に
比
べ
て
便
利

で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
〈
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
〉」（https://www.

nta.go.jp/mynumberinfo/

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
☎
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
へ
（
音
声
案
内
に

従
っ
て
「
２
」
番
を
選
択
し
て
く

だ
さ
い
）。

年
末
調
整
等
説
明
会
を

開

催

し

ま

す

　
給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
、　
２８

年
分
年
末
調
整
や
法
定
調
書
な
ど

の
作
成
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
参
加
申
し
込
み
は
不
要

で
す
。

　
【
日
時
】　

月
８
日
（
火
）
午
後

１１

１
時
半
～
３
時
半

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室
　
【
ご
注
意
】車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
法
人

課
税
第
２
部
門
☎
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
（
音
声
案
内
に
従

っ
て
「
２
」
番
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
）
ま
た
は
市
課
税
課
市
民
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

「
ｅ
儿
Ｔ
ａ
ｘ
」
の 

利
用
が
便
利
で
す

　
源
泉
所
得
税
の
納
付
は
「
ｅ
儿

Ｔ
ａ
ｘ
」
の
利
用
が
便
利
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
「
ｅ
儿
Ｔ
ａ
ｘ
」
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.e-tax.n

ta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

健
康
課
臨
時
職
員（
事
務
）

　
【
雇
用
期
間
】①　
月
中
旬
～　

１２

２９

年
３
月　
日
（
金
）
②　
年
４
月

３１

２９

１
日
（
土
）
～
９
月　
日
（
土
）

３０

（
更
新
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】①
②
の
い
ず

れ
も
月
に
４
～
５
日
程
度
。
午
前

９
時
～
午
後
５
時
の
時
間
帯
で
、

必
要
に
応
じ
４
～
７
時
間

　
【
勤
務
内
容
】①
が
パ
ソ
コ
ン
を

使
用
し
た
入
力
作
業
②
が
母
子
保

健
事
業
や
健
康
増
進
事
業
の
実
施

時
の
補
助
な
ど

　
【
応
募
資
格
】①
②
の
い
ず
れ
も

事
業
に
お
け
る
市
民
対
応
の
ほ
か
、

パ
ソ
コ
ン
入
力
作
業
が
で
き
る
方

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
報
酬
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
木
）

１１

１０

ま
で
に
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴
書

（
写
真
貼
付
）
を
健
康
課
（
滝
山

４
ノ
３
ノ　
、
わ
く
わ
く
健
康
プ

１４

ラ
ザ
内
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
書
類
選
考
と
面
接
の
上
、

決
定
し
ま
す
。
な
お
、
提
出
し
た

履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
①
が
同
課
特
定
健
診

係
☎
４
７
７
・
０
０
１
３
②
が
同

課
保
健
サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
７
・

０
０
２
２
へ
。

産
休
代
替
臨
時
職
員

（
管
理
栄
養
士
）

　
【
雇
用
期
間
】　

年
１
月　

日

２９

１０

（
火
）
～
３
月　
日
（
金
）（
更
新

３１

の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】月
曜
～
金
曜

日
の
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
勤
務
内
容
】健
康
増
進
事
業
お

よ
び
母
子
保
健
事
業
に
お
け
る
栄

養
指
導
な
ど

　
【
応
募
資
格
】管
理
栄
養
士
免
許

を
有
す
る
方

　
【
報
酬
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
金
）

１１

１８

ま
で
に
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴
書

（
写
真
貼
付
）
と
資
格
証
明
の
写

し
を
健
康
課
（
滝
山
４
ノ
３
ノ　
、
１４

わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
内
）
へ
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
選

考
と
面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

な
お
、
提
出
し
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
保
健
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
７
・
０
０
２
２
へ
。

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
の
重

要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
国

民
健
康
保
険
法
に
基
づ
き
「
東
久

留
米
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
委
員

の
任
期
が　
月
末
で
満
了
す
る
こ

１２

と
に
伴
い
、
被
保
険
者
を
代
表
す

る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
人
数
】
３
人
以
内

　
【
応
募
資
格
】次
の
①
～
③
す
べ

て
を
満
た
す
方
（
任
期
中
に
要
件

を
欠
い
た
場
合
は
辞
任
と
な
り
ま

す
）
①
東
久
留
米
市
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る

②　
歳
以
上
で
任
期
中
に　
歳
に

２０

７５

到
達
し
な
い
③
属
す
る
世
帯
の
国

民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い

　
【
任
期
】　
年
１
月
１
日（
祝
）～

２９

　
年　
月　
日
（
月
）。　
※
同
協

３０

１２

３１

議
会
の
開
催
は
年
３
～
５
回
程
度
、

平
日
の
日
中
に
２
時
間
を
予
定
。

　
申
し
込
み
は　
月
１
日
（
火
）

１１

～　
日
（
火
）
に
（
消
印
有
効
）、

１５
「
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
委

員
希
望
」
と
明
記
し
て
、
氏
名
・

住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
・
職
業
・

電
話
番
号
を
記
入
の
上
、「
国
民
健

康
保
険
の
現
状
と
課
題
」
と
「
応

募
の
動
機
」
を
合
わ
せ
て
８
０
０

字
程
度
に
ま
と
め（
様
式
は
自
由
）、

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

保
険
年
金
課
宛
て
郵
送
、
ま
た
は

同
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
書
類
を

基
に
選
考
し
ま
す
。
な
お
、
提
出

さ
れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

　
【
募
集
の
種
類
】
次
の
通
り

　
①
家
族
向
け・単
身
者
向
け（
一

般
募
集
住
宅
）
②
定
期
使
用
住
宅

（
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
）
③
定

期
使
用
住
宅
（
多
子
世
帯
向
け
）

④
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け

　
※
①
～
④
の
い
ず
れ
も
申
し
込

み
資
格
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
募

集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
案
内
の
配
布
期
間
】
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　
月
１１

１
日
（
火
）
～　
日
（
金
）

１１

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
】都
市

計
画
課（
市
役
所
５
階
）、上
の
原・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
都
内
各
市

区
役
所
な
ど
。
な
お
、　

月
３
日

１１

（
祝
）・
５
日
（
土
）・
６
日
（
日
）

の
午
前
９
時
半
～
午
後
５
時
は
、

都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
東
京
観
光

情
報
セ
ン
タ
ー
で
も
配
布
し
ま
す

　
※
配
布
期
間
中
は
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:

//www.to-kousya.or.jp/

）
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
火
）

１１

１５

ま
で
に（
必
着
）、募
集
案
内
に
同

封
の
申
込
用
紙
・
封
筒
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
郵
送
を
。

　
詳
し
く
は
同
公
社
都
営
住
宅
募

集
セ
ン
タ
ー（
募
集
案
内
の
配
布

期
間
中
は
☎
０
５
７
０・０
１
０・

８
１
０
、そ
れ
以
外
は
☎
０
３・３

４
９
８・８
８
９
４
、い
ず
れ
も
土

曜・日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）へ
。

　
土
地
建
物
、
金
銭
債
務
、
近
隣

問
題
、
医
療
過
誤
、
交
通
事
故
な

ど
の「
民
事
上
の
も
め
ご
と
」、夫

婦
関
係
、
扶
養
、
相
続
な
ど
の

「
家
庭
内
や
親
族
間
の
も
め
ご

と
」
に
つ
い
て
豊
富
な
経
験
と
知

識
を
持
っ
た
裁
判
所
の
調
停
委
員

が
、
秘
密
厳
守
・
無
料
で
調
停
手

続
き
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
弁
護

士
の
委
員
も
参
加
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　
日
（
土
）
午
前

１１

１２

　
時
～
午
後
３
時
半

１０
　
【
会
場
】
武
蔵
野
公
会
堂
２
階

（
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
一
丁
目
、

吉
祥
寺
駅
南
口
か
ら
徒
歩
２
分
）

　
詳
し
く
は
東
京
家
事
調
停
協
会

☎
０
３
・
３
５
０
２
・
８
８
２
２

（
午
前　
時
～
午
後
４
時
）
へ
。

１０

東
久
留
米
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
友
の

会
事
務
局
長　
　
　
　
能
見
和
子

　
難
病
患
者
会
の
活
動
に
参
加
し

て　
年
近
く
な
り
ま
す
が
、
私
は

２０
障
害
の
あ
る
方
、
難
病
を
患
っ
て

い
る
方
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま
だ
市

民
へ
周
知
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
私
の
母
が
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
だ
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
と
比
べ

て
難
病
・
障
害
者
に
関
心
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
以
前
、
家
族
を
連

れ
て
外
出
を
し
た
際
に
、
冷
た
い

視
線
を
感
じ
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。 　

あ
る
時
、
障
害
の
あ
る
方
が
バ

ス
に
乗
っ
て
き
て
、
小
学
生
が
そ

の
光
景
に
驚
き
、
そ
の
方
を
避
け

る
よ
う
に
座
席
を
移
動
し
て
い
き

ま
し
た
。
私
は
本
当
に
悲
し
い
こ

と
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い

っ
た
こ
と
を
障
害
の
あ
る
方
は
日

々
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
幼

い
頃
か
ら
障
害
の
あ
る
方
や
、
難

病
を
患
っ
て
い
る
方
と
自
然
に
触

れ
合
う
機
会
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と

分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
一
方
、
障
害
の
あ
る
方
が
交
差

点
を
渡
り
き
る
前
に
信
号
が
赤
へ

変
わ
り
そ
う
な
時
、
通
り
掛
か
っ

た
方
が
発
進
し
そ
う
に
な
っ
て
い

る
車
を
止
め
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
方
が
車
を
止
め
て
く
れ
て
い

た
か
ら
事
故
に
な
ら
ず
に
済
ん
だ

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
障
害
の

あ
る
方
は
、
渡
り
終
え
た
時
そ
の

方
に
、
に
こ
や
か
に
お
礼
を
し
て

い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
光
景
を
見

て
心
が
温
か
く
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

助
け
を
求
め
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

障
害
の
あ
る
方
や
難
病
を
患
っ
た

方
だ
け
で
な
く
、
高
齢
の
方
に
対

し
て
差
別
的
な
行
動
や
言
葉
で
接

す
る
方
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
い
っ
た
方
が
自
ら
の
行
動
や
言

葉
が
差
別
に
当
た
る
と
い
う
こ
と

に
無
自
覚
で
あ
る
の
も
事
実
で
す
。

　
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
世

の
中
一
人
で
生
き
て
い
け
な
い
の

で
す
か
ら
、
お
互
い
に
助
け
合
っ

て
暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
障
害

者
差
別
解
消
法
が
目
指
し
て
い
る

社
会
だ
と
思
い
ま
す
。

　
障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

（第７回）

障
害
な
ど
の
当
事
者
が
考
え
る

差
別
・
配
慮
に
つ
い
て

東
村
山
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

裁
判
所
の
調
停
委
員
に
よ

裁
判
所
の
調
停
委
員
に
よ
るる

無
料
調
停
相
談
会
を
開
催
し
ま

無
料
調
停
相
談
会
を
開
催
し
ま
すす

保
育
士
就
職
支
援
研
修
・

相
談
会（
武
蔵
野
会
場
）を
開
催
し
ま
す


